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羽村駅西口土地区画整理事業の 

評価員を選任しました 

 

第 5 期第２回羽村駅西口土地区画整理審議会において、評価員（３名）の選任

について審議し、審議会の同意を得て、原案どおり可決しました。 

評価員に選任された方は、次のとおりです。 

なお、任期は、定められていません。 

 
 

 

 

※ 施行者（市）は、土地評価基準を定める時や各宅地の評価などを行う時に、 

適正な評価を行うため、評価員の意見を聴かなければなりません。 

　 評価員は、土地区画整理審議会とは異なり、各評価員が独立しています。 

 
 
 
 

 

 氏　　名 資　　格 経　　　　歴
 

鉄谷　義宏
てつたに よ し ひ ろ

・不動産鑑定士  
・土地家屋調査士  
・司法書士  
・宅地建物取引士

羽村市固定資産鑑定評価員  
日野市土地区画整理事業評価員　等  
現　有限会社　鉄谷不動産鑑定事務所　代表

 

松井　俊明
ま つ い と し あ き

・不動産鑑定士

羽村市固定資産鑑定評価員  
東村山市廻田町一丁目土地区画整理事業評価員　等  
現　有限会社　松井総合鑑定　代表

 

佐藤　　 淳
さ と う あつし

・不動産鑑定士

八王子市固定資産鑑定評価員  
八王子税務署の鑑定評価員（路線価）　等  
現　佐藤不動産鑑定事務所　代表

 

羽村駅西口土地区画整理事業　　情報紙 

 

 

 

 

 

～人と環境に優しいまちづくりを目指して～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第６８号　 令和６年９月１５日  

編集・発行 羽村市まちづくり部区画整理課  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
第６８号の主な内容 

 
１．移転補償金算定モデル 
２．６か年の事業計画
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１．移転補償金算定モデル 

今回お示しする「移転補償金モデル」は、一例となりますので、権利者の皆様が

所有されている建物等の規模・仕様や「移転工法」などにより、補償金額は異なり

ます。 

なお、建物等の移転に当たっては、事前に、建物所有者等の立ち会いのもとで、

建物内装・外装・工作物・樹木等の調査を行ったうえで、建物等の移転補償金を算

定し、権利者ごとに補償額を提示いたします。  
 
 
（１）モデル建物について  

 
◆ 構　　造：木造日本瓦葺き２階建て 

◆ 延床面積：１０４．３４㎡（約３１．５坪） 

◆ 用　　途：専用住宅 

◆ 経 過 年：建築後２４年経過 

◆ 試算時期：令和５年１０月時点 

◆ 建物の程度：公庫住宅程度【建物の仕様の概要のとおり】 

◆ 敷地面積：１７８㎡（約５３．８坪）  
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（２）移転工法について  
  
移転の工法は、仮換地の位置・形状・接道状況、従前地と仮換地との距離・高低差・障害物等

の状況、建物の形状・構造・用途等を総合的に判断し、合理的な移転工法を検討します。 

本地区では基本的に、円滑な事業推進のため、同時期に一定の範囲の宅地造成や区画道路を整

備していく「集団移転手法」を採用しています。 

なお、集団移転手法の場合の移転工法は、「再築工法」が基本となります。  
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
 
 
 
 
（３）移転補償金算定モデルの移転工法別補償金試算例  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 再築工法における建築物の移転料は、移転時期に同種同等の建物を建てた場合の費用に経過年数を加

味し算出した金額であり、「新築費」を補償するものではありません。 
 
※ 補償金額は、物価変動等の社会経済情勢により変動するとともに、皆様の所有されている建物等の状

況に応じて異なります。  
   

※ 仮住居等費用は、当該モデルにおける標準的な移転工期で算出した金額となります。  
集団移転による建物の解体後に宅地造成工事を行う場合など、仮換地先がすぐに使用できない場合は、 

その期間の仮住まいに要する費用を追加で補償します。  

◆ 補償金算定モデルの再築工法の条件  
  

仮換地先が整備済みで、直ちに再建できる場合

のため、仮換地先の土地が使用できない期間分の

仮住居等費用は含まれていません。
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２．６か年の事業計画  

羽村駅西口土地区画整理事業の「令和６年度から令和１１年度までの６か年の整

備予定」について、詳細をお知らせいたします。 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

■ 羽村市役所内　まちづくり部区画整理課 
 

【電　  話】042‐555‐1111（内線 280・281） 

■ 羽村駅西口土地区画整理事務所 
 

【所 在 地】羽村市羽東 1-29-35 

【電  　話】042‐570‐7474 

【開 所 日】毎週月曜日～金曜日（祝日を除く） 

【開所時間】午前 10 時から午後 4 時まで 

まちなみバックナンバー 
(市公式サイト) 

羽村駅

羽村東小学校

羽村大橋東詰


